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第82号
シルバーニュース
令和5年9月

　安全・適正就業委員会では安全就業への取り組み強化を図るため、月１回安全パトロールを行い、委員会を行っ
ています。会員の安全意識を高めるべく、令和２年度より安全・適正就業基準を改定し、事故の防止を図ってきまし
た。しかし、死亡事故といった重篤な事故は起こっていないものの、傷害・賠償事故ともに件数が減らない状況です。

　会員の皆さんが元気で安全に働くために
は、日頃から安全就業に対する意識を高める
ことが重要です。就業中の事故の原因は、
使っていた道具を落としてしまう、うっかり刈
払機の刃に触れてしまう、脚立から足を踏み
外してしまうなど、周囲の状況や作業手順の
確認不足やちょっとした不注意から起こった
ものがほとんどです。当センターでは今のと
ころ重篤な事故は起こっていませんが、今後
発生してしまう可能性も十分に考えられま
す。また、就業中だけでなく、行き帰りの交通
事故にも気をつけましょう。

事故が増えています！
作業前点検を必ず行いましょう！

発行／公益社団法人太田市シルバー人材センター　●ホームページ https://webc.sjc.ne.jp/otasc/

働くよろこび、仲間とのふれあい、社会参加の楽しさ

〈本所〉〒373-0807 太田市下小林町387番地 電話0276（46）2427　〈支所〉〒370-0342 太田市新田上江田町711番地 電話0276（56）8000

シルバー人材センターのしくみや仕事内容、入会方法
などの情報が閲覧できますので、ぜひご覧ください。

公式
ツイッター▶

公式
ホームページ▶太田市シルバー人材センター 検 索

安全パトロール安全・適正就業委員会

傷害事故
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交通事故
3件　14%

■傷害事故21件の内訳（令和2年4月～令和5年7月）

■事故原因
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なれた作業も　油断は禁
物
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　昨今、全国のシルバー人材センターでは

損害賠償額が多額なケースが見受けられる

ようです。当センターでも事故に備え、賠

償責任保険に加入しておりますが、これ以

上損害賠償額が増え続けてしまうと保険

料の引き上げや保険自体を引き受けても

らえないことも考えられます。センターの

安定的な運営のためにも、事故を減らして

いきましょう。

　近年、除草作業での賠償事故が多発しています。刈払機を使用した

際に小石が飛散し、住宅の窓ガラスや駐車中の車を破損する事故が増

えています。また、草の中にあった配線に気づかず、コード類を切断す

るという事故も起こっています。

　作業前に現場の確認を行い、切断の危険性のある場所については目印をし、その近くでは刈払機を使わない

ようにしましょう。また、刈払機を使用する際には飛散防止ネットやカルマーを使用する、現場近くに止めてある

車の移動をお願いするなど、安全に作業できるよう対策を行ってください。事故を起こした場合、就業義務違反

となり、安全・適正就業委員会で諮った上で就業停止になることがあります。

賠償事故

飛散させた物で破損
12件　41%

器具・用具を
接触させて破損
7件　24%

その他の就業中の破損
4件　14%

倒したり、
ぶつけたりして破損
2件　7%

自動車・機械・用具等
の誤操作
4件　14%

■賠償事故29件の内訳（令和2年4月～令和5年7月）

■シルバー保険での賠償額

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度（4月～7月）

6件

13件

7件

3件

作業前には…必ず作業員全員で打ち合わせを行い、作業工程や危険個所について

　　　　　　共通認識を持ちましょう。

0 400,000 800,000 1,200,000（円）

飛散させた物で破損

器具・用具を
接触させて破損

倒したり、
ぶつけたりして破損 734,419

966,800

1,308,475

就業停止４週間

就業停止１年

厳重注意

就業停止１週間

就業停止２週間

就業停止４週間

就業中に誤って他人をけがさせた場合

就業中に誤って他人を死亡させた場合

（賠償額3万円以下）

（賠償額3万円超50万円以下）

（賠償額50万円超100万円以下）

（賠償額100万円超）

就業中に誤って

他人の財物を

破損した場合

違反項目 処分内容
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10月は全国一斉のシルバー人材センター
普及啓発促進月間となっております。

お
ま
か
せ
く
だ
さ
い
！
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※集合場所及び作業場所については、同封の通知をご覧ください。

開催日／１０月21日（土）

ぜひ、ご参加くだ
さい！！

（１）協議事項
　ア　専門部会の部会員の選任について
（２）報告事項
　ア　令和5年度事業（第１四半期）の進捗状況

について
　　１．会員数について
　　　・会員数８22人
　　２．契約金額について
　　　・請負　9,122万円　・派遣　2,023万円
　　３．安全就業について

・安全パトロール、安全・適正就業委員会
　（４～６月毎月１回実施）

　　　・事故報告
　　　　傷害事故　2件　賠償事故　3件
　　　　車両事故　なし　熱中症　　なし
　　　・令和5年度「安全標語」の選定
　　　　「なれた作業も　油断は禁物」
（３）その他
　ア　令和5年度シルバーの日の実施について
　　　１０月21日（土）
イ　次回理事会　令和5年１０月16日（月）

　当センターでも毎年10月の第3土曜日を「シルバーの日」と定
め、センターのPRと社会奉仕活動を目的とした清掃ボランティ
ア活動を行っております。
　例年、太田会場（南一番街周辺）と新田会場（新田庁舎周
辺）に分かれ、のぼり旗を掲げながら、PR活動や清掃活動を
行っています。また、終了後には、お楽しみ抽選会も行いますの
で、秋空の下、一緒にボランティア活動に参加しましょう！

第２回理事会報告
令和5年7月21日（金）

場所／センター本所作業室　時間／10時～１0時25分

写真／去年の活動の様子

アクティブ・ライフを延ばそう

年齢とともに進む体力の衰えは、誰にも避けることができません。からだを動かさ

ない生活を続けていれば様々な機能が低下して、支援や介護が必要なレベルにな

ってしまいます。加齢とともに、日常では気づきにくい生理的な変化が積み重なっ

ていきます。運動習慣や食生活を見直し、社会活動にも積極的に参加することで、

生活の質を保ち続ける「アクティブ・ライフ」期間を延ばすことができます。

関東ブロックシルバー人材センター連絡協議会　群馬県シルバー人材センター連合会共催　令和４年度役職員研修会　
「働く高齢者のからだの変化～加齢による身体機能の変化と対応～」　令和５年２月１６日　中央労働災害防止協会　山口英郎　講師より一部抜粋

いつま
でも

安全・
健康に

働くた
めに

VOL.2 健康づくりは自分を知ることから

①　脈拍 ▶▶▶▶　　　　　　　拍

②　血圧 ▶▶▶▶　高　　　　　　　／　低　　　　　　　mmHg

③　体温 ▶▶▶▶　　　　　　　℃

④　体重 ▶▶▶▶　　　　　　　kg

⑤　歩行数 ▶▶　　　　　　　歩

生涯にわたって活力のある生活が送れるようにしましょう。
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■編集委員
　笠原　敏明　　宇佐見　久夫　　石関　勇

「なかま」は会員のための会報です。取り上げて欲
しい情報がありましたらお気軽にご連絡ください。
また、「なかまの輪」に登場してくれる人も募集し
ています。自薦・他薦は問いません。
あなたの自慢の趣味をみなさんに
紹介してみませんか？？

情報・投稿
ご意見を
募集！！

☎0276-46-2427
担当／安井

☆現金の引き出しは午前１１時からできます。

配分金支払日
10月23日（月）●11月21日（火）●12月21日（木）

新入会員のご紹介
私たちの新しい仲間です（敬称略）

太田地区
竹川冨美江
九合地区
新井　一弘
土屋　　豊
宝泉地区
根岸　信一
木崎地区
石川多佳子
関口　　操
立川　光弘
藪塚地区
近藤　文男

太田地区
西村　光子
沢野地区
関根　洋子
毛里田地区
鹿山　和之
藪塚地区
奈良満津子

7月 8月

この会員１人１入会運動は、会員が新規入会希望者を紹介し、
その人が登録されると、会員へ報奨金

「太田市デジタル金券（ＯＴＡＣＯ）１,０００円」を支給するというものです。
会員の皆さんのご家族やご友人へのお声がけをお願いします。

みなさま奮ってご紹介ください。

会員が「会員紹介票」に必要事項を記入し、入会希望者へ渡す。

入会希望者は「入会説明会」に参加し、「会員紹介票」を事務局へ渡す。

入会希望者が会員登録されたら、事務局から紹介した会員へ電話連絡する。

紹介会員へ報奨金「太田市デジタル金券（ＯＴＡＣＯ）1,000円」を支給する。

1

2

3

4

会員１人１入会運動会員１人１入会運動
かいいん ひとり いちにゅうかい

申込み手順

うんどう

　８月２３日（水）太田市宝泉行政センターにて「リラクゼーション講座」が開催されました。

　マスク生活で衰えてしまった顔の表情筋を「カッサ」というプレートを使って、マッサージす

る方法を学びました。顔だけでなく、首・頭皮などもマッサージすることができ、参加者の皆

さんにとっては日頃の疲れを癒すひとときになりました。

　今後も様 な々講座を企画していきたいと考えておりますので、積極的に参加してください。

リラクゼーション講座が実施されました




